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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第86期中 第87期中 第88期中 第86期 第87期

会計期間

自令和元年
　９月１日
至令和２年
　２月29日

自令和２年
　９月１日
至令和３年
　２月28日

自令和３年
　９月１日
至令和４年
　２月28日

自令和元年
　９月１日
至令和２年
　８月31日

自令和２年
　９月１日
至令和３年
　８月31日

売上高 （千円） 6,043,592 3,911,103 4,043,739 9,941,141 8,036,829

経常利益又は経常損

失（△）
（千円） 86,021 △115,225 △20,866 △122,579 187,301

親会社株主に帰属す

る中間（当期）純利

益又は親会社株主に

帰属する中間（当

期）純損失（△）

（千円） 40,268 △22,751 243,947 △501,724 279,836

中間包括利益又は包

括利益
（千円） 18,927 7,798 231,850 △539,904 337,984

純資産額 （千円） 2,789,788 2,210,004 2,771,435 2,202,206 2,539,584

総資産額 （千円） 21,005,244 20,274,653 19,906,077 19,851,023 20,617,590

１株当たり純資産額 （円） 699.42 558.22 700.15 556.52 641.82

１株当たり中間（当

期）純利益金額又は

１株当たり中間（当

期）純損失金額

（△）

（円） 10.12 △5.77 61.83 △126.07 70.92

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 13.3 10.9 13.9 11.1 12.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △68,900 △477,821 911,659 △265,965 △25,790

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △502,120 △42,239 132,110 △960,039 △76,884

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △478,861 380,397 △852,811 △218,123 251,301

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高

（千円） 2,158,852 1,624,941 2,104,190 1,764,605 1,913,232

従業員数

（人）

329 331 324 336 325

（外、平均臨時雇用

者数）
(201) (167) (146) (189) (157)

（注）１．第86期中、及び第88期中及び第87期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在

株式が存在しないため、第87期中及び第86期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額について

は、１株当たり中間（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第88期中間連結会計期間の期

首から適用しており、第88期中間連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用

した後の指標等となっております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第86期中 第87期中 第88期中 第86期 第87期

会計期間

自令和元年
　９月１日
至令和２年
　２月29日

自令和２年
　９月１日
至令和３年
　２月28日

自令和３年
　９月１日
至令和４年
　２月28日

自令和元年
　９月１日
至令和２年
　８月31日

自令和２年
　９月１日
至令和３年
　８月31日

売上高 （千円） 3,029,364 1,581,979 1,958,677 3,842,385 3,226,025

経常利益又は経常損

失（△）
（千円） △74,683 △135,083 △56,431 △272,607 98,235

中間（当期）純利益

又は中間（当期）純

損失（△）

（千円） 144,928 △73,704 △27,947 △442,216 169,382

資本金 （千円） 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000

発行済株式総数 （株） 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

純資産額 （千円） 1,698,465 1,013,790 1,234,415 1,084,784 1,258,963

総資産額 （千円） 17,158,142 16,648,041 16,039,218 16,579,196 16,936,282

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 9.9 6.1 7.7 6.5 7.4

従業員数

（人）

102 104 101 104 101

（外、平均臨時雇用

者数）
(98) (86) (90) (94) (87)

　（注）１．第87期中の資本金については、令和２年11月30日開催の第86回定時株主総会決議により、資本金の額を１億

円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第88期中間会計期間の期首か

ら適用しており、第88期中間会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の

指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

令和４年２月28日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

興行事業 39 (6)

附帯事業 73 (128)

不動産事業 2 (5)

内装工事事業 43 (1)

　報告セグメント計 157 (140)

その他の事業 143 (5)

全社（共通） 24 (1)

合計 324 (146)

　（注）１．従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であり、臨時従業員数は（　）内に、当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

(2）提出会社の状況

令和４年２月28日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

興行事業 39 (7)

附帯事業 41 (70)

不動産事業 2 (5)

内装工事事業 － (－)

　報告セグメント計 82 (82)

その他の事業 4 (7)

全社（共通） 15 (1)

合計 101 (90)

　（注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時

従業員数は（　）内に、当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

(3）労働組合の状況

　現在当社グループにおいては労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円滑に推移しており特に

記載すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1)　経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成

状況を判断するための客観的な指標に重要な変更はありません。

　また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。

 

(2)　優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変

更はありません。

　また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありませんが、引き続き、新型コロナウイ

ルス感染症の影響は当面続くものと思われ、厳しい財政状態が続きますが、十分な運転資金を確保するよう金融

機関との連携を深めながら調整してまいります。

 

２【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、興行事業及び料飲事業は前年同期では増収となっておりますが、引き続き、従来か

ら事業等のリスクのひとつにあげておりました新型コロナウィルス感染症の影響により、先行き不透明な状況であり

ます。厳しい財政状態が続きますが、銀行からの25億円の調達枠を９月末まで延長し資金不足に対応しております。

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

　当中間連結会計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大により国内及び世界経済に多

大な影響が出ており、依然として先行き不透明な状況にあります。

　このような経済情勢の下で、当社グループ（当社及び連結子会社）は、「感動が商品」をモットーに安定した収

益確保に努めるとともに、サービスの更なる向上を目指し努力してまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間の経営成績は、売上高40億４千万円（前年同期比3.4％増）、経常損失は２千万

円（前年は１億１千５百万円の経常損失）と増収増益となりました。特別利益に収用による固定資産売却益２億５

千７百万円を、特別損失に固定資産除却損１千万円を計上した結果、親会社株主に帰属する中間純利益は２億４千

３百万円（前年同期は２千２百万円の中間純損失）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　興行事業

　当中間期においては、劇場客席数を全席に戻したことにより、売上高は６億９千６百万円（前年同期比39.7％

増）となり、セグメント損失は２億３千２百万円（前年同期は３億５千４百万円の損失）となりました。

　附帯事業

　飲食店への時短要請等が続くなか、売上高は６億６千３百万円（前年同期比52.6％増）となり、セグメント損

失は１億９千４百万円（前年同期は１億６千３百万円の損失）となりました。

　不動産事業

　浜町センタービルの稼働率は底堅く、売上高は６億３百万円（前年同期比0.2％減）となり、セグメント利益

は３億２千１百万円（前年同期比5.3％減）となりました。

　内装工事事業

　商業施設を中心とする受注の減少により、売上高は14億１千７百万円（前年同期比5.2％減）となり、セグメ

ント利益は２千４百万円（前年同期比39.8％減）となりました。

　その他の事業

　キャスティング収入の減少等により、売上高は６億６千２百万円（前年同期比24.5％減）となり、セグメント

利益は１億４千３百万円（前年同期比19.2％減）となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等により、当中

間連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末に比べ１億９千万円増加し21億４百万円（前連結会計年度末比

10.0％増）となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、売上債権の減少等により９億１千１百万円の増加（前年同

期は４億７千７百万円の減少）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は１億３千２百万円（前年同期は４千２百万円の減少）

となりました。これは有形固定資産の売却が主な要因であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動に係る収支は８億５千２百万円の資金減（前年同期は３億８千万円の資金

増）となりました。これは借入金の返済等が主な要因であります。

 

③生産、受注及び販売の実績

ａ.生産実績

当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産実績」は記載しておりません。

 

ｂ.受注実績

　当中間連結会計期間における内装工事事業の受注実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

内装工事事業 1,561,166 88.38 1,062,818 89.7

 

ｃ.販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

興行事業 696,915 139.7

附帯事業 663,668 152.6

不動産事業 603,918 99.8

内装工事事業 1,417,230 94.8

その他の事業 662,006 75.5

合計 4,043,739 103.4

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．最近２中間連結会計期間の主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとお

りであります。

相手先

前中間連結会計期間

（自　令和２年９月１日

　至　令和３年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　令和３年９月１日

　至　令和４年２月28日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三井不動産株式会社 535,778 13.7 540,030 13.4
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(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

　なお、文中における将来に関する事項については、当中間連結会計期間末日現在において判断したものでありま

す。

①重要な会計方針及び見積り

　当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ

れております。この中間連結財務諸表の作成にあたっては、経営者により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行

われており、その結果は中間連結財務諸表に反映されております。なお、これらの見積りは、当中間連結会計期間

末において判断したものであり、見積りには不確実性が内在しているため、将来生じる実際の結果と異なる可能性

があります。

 

②当中間会計期間の経営成績等の状況に関する分析・検討内容

(1) 財政状態の分析

　当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億１千１百万円減少し、199億６百万円と

なりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が１億３千７百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比

べ４億１百万円減少し40億９千万円となりました。固定資産は、有形固定資産が工具器具及び備品等１千９百万円

の資産取得と減価償却費の計上３億８千５百万円等により、前連結会計年度末に比べ３億３千万円減少し145億１千

５百万円となり、固定資産総額は、前連結会計年度末に比べ３億５百万円減少し157億５千５百万円となりました。

繰延資産は、社債発行費償却により前連結会計年度末に比べ４百万円減少し、６千万円となりました。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ９億４千１百万円減少し、171億３千４百万円となりました。流動負債は、

短期借入金が４億円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ４億７千５百万円減少し34億５千４百万円と

なり、固定負債は、社債が９千万円減少し、長期借入金が３億５千１百万円減少したこと等により、前連結会計年

度末に比べ４億６千８百万円減少し136億７千９百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する中間純利益により２億４千３百万円増加したこと及びその他有

価証券評価差額金が１千３百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億３千１百万円増加し27億７

千１百万円となりました。

 

(2) 経営成績の分析

　当社グループは、前中間連結会計期間に比べ、興行事業が１億９千７百万円及び附帯事業が２億２千８百万円の

増収となりましたが、内装工事事業が７千７百万円、不動産事業が１百万円及びその他の事業が２億１千４百万円

の減収となり、当中間連結会計期間の売上高は40億４千万円と前中間連結会計期間に比べ１億３千２百万円の増収

となりました。売上原価は、売上高増加に伴い興行事業が８千２百万円、附帯事業が１億１千３百万円、賃貸部門

が１千４百万円増加及び内装工事事業が６千５百万円、その他事業が１億４千４百万円減少し合計で前中間連結会

計期間とほぼ同額の26億８百万円となりました。営業損失は１億６百万円と前中間連結会計期間に比べ９千３百万

円の増益となりました。経常損失は、２千万円と前中間連結会計期間に比べ９千４百万円、親会社株主に帰属する

中間純利益は、２億４千３百万円と前中間連結会計期間に比べ２億６千６百万円とそれぞれ増益となりました。

　新型コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言やまん延防止重点措置等による劇場客席数の削減縮小や時短要請

及び外出自粛マインドの緩和が増収増益の大きな要因であります。

 

③キャッシュ・フローの状況の分析

　キャッシュ・フローの状況の分析については、「第２　事業の状況　３経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析　(1)経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」に記載しておりま

す。
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④経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、当中間連結会計期間において、新たな事業のリ

スクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありませ

ん。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、大きな影響を受けております。ワクチン接種の早期実

現により、感染者数が減少し外出自粛マインドが変わるまでこの状況が続くものと思われます。資金繰りにつきま

しては、各種補助金、助成金等もあり見通しは立ってきましたが、銀行からの25億円の調達枠を延長し突発的な資

金不足に対応しております。

 

⑤資本の財源及び資金の流動性

　当社グループの資金需要のうち、興行事業原価及び附帯事業原価等の支払並びに販売費及び一般管理費の営業費

用については自己資金でまかなっております。浜町センタービルの維持、修繕及び設備更新等の設備資金について

は、必要に応じて金融機関からの借入金等によってまかなっております。

 

４【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の拡充、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 10,000,000

計 10,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（令和４年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（令和４年５月31日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,000,000 4,000,000 非上場
当社は単元株制度

を採用しておりま

せん。

計 4,000,000 4,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

令和２年11月30日

（注）
－ 4,000,000 △100,000 100,000 － 698

　（注)　令和２年11月30日開催の第86回定時株主総会決議により、資本金の額を１億円減少し、その全額をその他資本

剰余金に振り替えております。
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（５）【大株主の状況】

  令和４年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

㈱銀座コリドー 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番１号 506 12.77

三田　芳裕 東京都中央区 233 5.88

松竹㈱ 東京都中央区築地四丁目１番１号 170 4.29

アサヒビール㈱ 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号 60 1.51

損害保険ジャパン㈱ 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 60 1.51

五箇　幸子 東京都北区 58 1.46

武　紫津子 東京都文京区 57 1.45

阪口　清弘 京都府京都市左京区 55 1.40

小田切　信 東京都豊島区 53 1.34

㈱みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 50 1.26

㈱竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番13号 50 1.26

計 － 1,353 34.13

　（注）　所有株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和４年２月28日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式　　 34,000
－ －

（相互保有株式）

普通株式　　 20,200
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

3,945,800
3,945,800 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 4,000,000 － －

総株主の議決権 － 3,945,800 －

 

②【自己株式等】

令和４年２月28日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

㈱明治座

東京都中央区日本

橋浜町二丁目31番

１号

34,000 － 34,000 0.85

（相互保有株式）

㈱エス・ピー・

ディー明治

東京都中央区日本

橋浜町二丁目31番

１号

20,200 － 20,200 0.51

計 － 54,200 － 54,200 1.36
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの、役員の異動は次のとおりであります。

 

(1）新任役員

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

就任

年月日

監査役 山根　成之
昭和39年

５月９日

平成26年５月　松竹㈱取締役

平成28年５月　松竹㈱常務取締役

令和元年５月　松竹㈱専務取締役(現任）

(注) －
令和３年

11月30日

(注)令和３年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から令和７年８月期に係る定時株主総会の終結の時まで

であります。

 

(2）退任役員

役職名 氏名 退任年月日

監査役 安孫子　正 令和３年11月30日

取締役 北村　純一 令和４年２月６日

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性６名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

EDINET提出書類

株式会社明治座(E04608)

半期報告書

13/59



第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（令和３年９月１日から令和４年

２月28日まで）の中間連結財務諸表及び中間会計期間（令和３年９月１日から令和４年２月28日まで）の中間財務諸

表について、監査法人セントラルにより中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(令和３年８月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,065,181 2,262,139

受取手形及び売掛金 1,010,788 873,436

棚卸資産 161,100 159,876

その他 1,263,247 801,001

貸倒引当金 △7,706 △5,772

流動資産合計 4,492,611 4,090,682

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※２ 8,271,893 ※２ 8,022,472

機械装置及び運搬具（純額） 848,011 783,450

工具、器具及び備品（純額） 895,121 888,684

土地 ※２ 4,750,184 ※２ 4,746,734

リース資産（純額） 91,290 74,617

有形固定資産合計 ※１ 14,856,501 ※１ 14,515,958

無形固定資産   

その他 ※２ 504,392 ※２ 523,767

無形固定資産合計 504,392 523,767

投資その他の資産   

投資有価証券 272,157 254,188

長期貸付金 3,461 0

繰延税金資産 216,479 250,281

その他 216,519 220,131

貸倒引当金 △9,500 △9,319

投資その他の資産合計 699,116 715,282

固定資産合計 16,060,009 15,755,008

繰延資産 64,968 60,386

資産合計 20,617,590 19,906,077
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(令和３年８月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年２月28日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,018,826 909,578

短期借入金 ※２ 1,000,000 ※２ 600,000

１年内償還予定の社債 181,000 181,000

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 723,795 ※２ 725,910

リース債務 24,133 12,066

未払法人税等 44,415 64,341

未払消費税等 41,233 56,419

賞与引当金 117,087 114,724

その他 779,513 790,942

流動負債合計 3,930,005 3,454,982

固定負債   

社債 1,142,500 1,052,000

長期借入金 ※２ 10,941,363 ※２ 10,589,659

リース債務 42,233 42,233

役員退職慰労引当金 224,630 217,486

退職給付に係る負債 430,383 432,597

長期預り敷金保証金 ※２ 1,315,740 ※２ 1,312,567

その他 51,148 33,115

固定負債合計 14,147,999 13,679,659

負債合計 18,078,005 17,134,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 100,000 100,000

利益剰余金 2,304,687 2,548,635

自己株式 △36,374 △36,374

株主資本合計 2,468,313 2,712,261

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 64,173 50,369

その他の包括利益累計額合計 64,173 50,369

非支配株主持分 7,097 8,803

純資産合計 2,539,584 2,771,435

負債純資産合計 20,617,590 19,906,077
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間連結会計期間

(自　令和２年９月１日
　至　令和３年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　令和３年９月１日
　至　令和４年２月28日)

売上高 3,911,103 4,043,739

売上原価 2,689,456 2,689,911

売上総利益 1,221,647 1,353,828

販売費及び一般管理費 ※１ 1,421,969 ※１ 1,460,182

営業利益又は営業損失（△） △200,322 △106,353

営業外収益   

受取利息 53 89

受取配当金 2,460 2,865

金利スワップ評価益 8,582 16,394

補助金収入 60,540 41,708

貸倒引当金戻入額 320 1,794

その他 59,296 70,332

営業外収益合計 131,252 133,184

営業外費用   

支払利息 38,889 37,138

その他 7,266 10,559

営業外費用合計 46,155 47,697

経常損失（△） △115,225 △20,866

特別利益   

感染症関連収入 142,294 85,384

固定資産売却益 － ※２ 257,321

特別利益合計 142,294 342,706

特別損失   

感染症関連損失 43,704 24,923

固定資産除却損 1,940 ※３ 10,124

特別損失合計 45,644 35,048

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損

失（△）
△18,574 286,791

法人税等 ※４ 3,068 ※４ 41,136

中間純利益又は中間純損失（△） △21,642 245,654

非支配株主に帰属する中間純利益 1,108 1,706

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に

帰属する中間純損失（△）
△22,751 243,947

 

EDINET提出書類

株式会社明治座(E04608)

半期報告書

17/59



【中間連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間

(自　令和２年９月１日
　至　令和３年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　令和３年９月１日
　至　令和４年２月28日)

中間純利益又は中間純損失（△） △21,642 245,654

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 29,440 △13,803

その他の包括利益合計 29,440 △13,803

中間包括利益 7,798 231,850

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 6,689 230,143

非支配株主に係る中間包括利益 1,108 1,706
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　令和２年９月１日　至　令和３年２月28日）

    (単位：千円)  

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 200,000 － 2,024,851 △36,374 2,188,477

当中間期変動額      

減資 △100,000 100,000   －

親会社株主に帰属する中間
純利益又は親会社株主に帰
属する中間純損失（△）

  △22,751  △22,751

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

     

当中間期変動額合計 △100,000 100,000 △22,751 － △22,751

当中間期末残高 100,000 100,000 2,002,100 △36,374 2,165,726

 

     

 その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 7,447 7,447 6,282 2,202,206

当中間期変動額     

減資    －

親会社株主に帰属する中間
純利益又は親会社株主に帰
属する中間純損失（△）

   △22,751

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

29,440 29,440 1,108 30,549

当中間期変動額合計 29,440 29,440 1,108 7,798

当中間期末残高 36,888 36,888 7,390 2,210,004
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当中間連結会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

    (単位：千円)  

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 100,000 100,000 2,304,687 △36,374 2,468,313

当中間期変動額      

親会社株主に帰属する中間
純利益又は親会社株主に帰
属する中間純損失（△）

  243,947  243,947

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

     

当中間期変動額合計 - - 243,947 - 243,947

当中間期末残高 100,000 100,000 2,548,635 △36,374 2,712,261

 

     

 その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 64,173 64,173 7,097 2,539,584

当中間期変動額     

親会社株主に帰属する中間
純利益又は親会社株主に帰
属する中間純損失（△）

   243,947

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

△13,803 △13,803 1,706 △12,097

当中間期変動額合計 △13,803 △13,803 1,706 231,850

当中間期末残高 50,369 50,369 8,803 2,771,435
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間連結会計期間

(自　令和２年９月１日
　至　令和３年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　令和３年９月１日
　至　令和４年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純

損失（△）
△18,574 286,791

減価償却費 428,824 414,466

固定資産売却損益（△は益） － △257,321

固定資産除却損 － 2,157

社債発行費償却 4,582 4,582

金利スワップ評価損益（△は益） △8,582 △16,394

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,810 △2,115

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,008 △2,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,496 △7,143

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,940 2,213

受取利息及び受取配当金 △2,513 △2,954

支払利息 38,889 37,138

感染症関連収入 △142,294 △85,384

感染症関連損失 43,704 24,923

売上債権の増減額（△は増加） △541,105 52,916

棚卸資産の増減額（△は増加） △37,498 1,223

仕入債務の増減額（△は減少） △444,783 254,424

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △2,655 △3,172

その他の資産の増減額（△は増加） 51,499 28,827

その他の負債の増減額（△は減少） 4,647 138,075

小計 △595,604 870,889

利息及び配当金の受取額 2,513 2,954

利息の支払額 △39,491 △37,774

感染症関連収入受取額 147,953 140,028

感染症関連損失支払額 31,329 △24,923

法人税等の支払額 △24,521 △39,515

営業活動によるキャッシュ・フロー △477,821 911,659

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △6,001 △226,000

定期預金の払戻による収入 － 220,000

有形固定資産の取得による支出 △31,575 △98,435

有形固定資産の売却による収入 － 260,771

無形固定資産の取得による支出 △1,748 △24,545

投資有価証券の取得による支出 △3,568 △3,134

投資有価証券の売却による収入 521 －

長期貸付金の回収による収入 138 3,461

その他 △6 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,239 132,110

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400,000 －

短期借入金の返済による支出 － △400,000

長期借入れによる収入 431,000 －

長期借入金の返済による支出 △347,504 △349,589

社債の償還による支出 △90,500 △90,500

リース債務の返済による支出 △12,066 △12,066

配当金の支払額 △532 △655

財務活動によるキャッシュ・フロー 380,397 △852,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,663 190,958

現金及び現金同等物の期首残高 1,764,605 1,913,232

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,624,941 2,104,190
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【注記事項】

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　　　　6社

連結子会社名

明治座舞台㈱

㈱明治座フードコミュニティー

㈱エス・ピー・ディー明治

㈱芳町会館

㈱伊勢

㈱アーヌエヌエ

(2）非連結子会社は、ありません。

 

２．持分法の適用に関する事項

　関連会社である㈱エムエス・ファーマシーは中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても、中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、すべて中間連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ）デリバティブ

時価法を採用しております。

(ハ）棚卸資産

親会社（当社）

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。

連結子会社

　主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を、また、未成工事支出金については個別法による原価法を採用しております。
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし浜町センタービル（劇場及び賃貸用）の建物、構築物、機械装置及び

平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物

６年～45年

機械装置及び運搬具

５年～15年

(ロ）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(ハ）リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(ニ）少額減価償却資産

　取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、法人税法の規定に基づく３年均等償却によって

おります。

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。ただし一部の子会社に

ついては、法人税法の規定に基づく法定繰入率を適用しております。

(ロ）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(ハ）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に基づく当中間連結会計期間末要

支給額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

 (イ）興行事業

　興行事業においては、当社で制作した演劇の自主公演をおこなっております。このサービスの提供は、

公演日に公演が終了した時点において履行義務が充足されると判断しており、公演日に収益を認識してお

ります。

 (ロ）附帯事業

　附帯事業においては、当社の経営する劇場内の直営の食堂及び売店、また劇場外では、ケータリング

サービスとしてホテル等への仕出し弁当の販売をおこなっております。また子会社においては、飲食店の

経営をおこなっております。これらのサービスの提供は、飲食の提供及び物品等を販売した時点において

履行義務が充足されると判断しており、飲食の提供及び物品等の販売をした時点で収益を認識しておりま

す。

 (ハ）不動産事業

　不動産事業においては、所有する土地及び建物並びに貸事務所、貸しスタジオ、駐車場等を賃貸してお

ります。これらのサービスの提供は、賃貸契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、

時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、当期に属する契約期間にわたり収益を認識して

おります。
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 (ニ）内装工事事業

　内装工事事業においては、デパート、駅ビル、飲食店等の内装工事を請負っております。このサービス

の提供は、工事契約ごとの工期が短いため、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足

した時点で収益を認識しております。なお、工期が長い工事については、原価回収基準により収益を認識

することとしております。

 (ホ）その他の事業

　その他の事業においては、演劇制作の請負、劇場の一時貸、施設の運営管理等をおこなっております。

これらについては、サービスの提供が完了した時点で収益を認識しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特

例処理によっております。

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(ハ）ヘッジ方針

　金利変動によるリスクを回避する目的で、対象物の範囲内に限定してヘッジしております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利

スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(7）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

 (1)「収益認識に関する会計基準」等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っておりますが、これによる当中間連結会計期間の期首の利益剰余金及び当中間連結会計期間の中間連

結財務諸表に与える影響はありません。

なお、収益認識会計基準第89－３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認

識関係」注記については記載しておりません。

 

 (2)「時価の算定に関する会計基準」等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算

定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、中間連結

財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を

行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」（令和２年３月６日内閣府令第９号）附則第６条第２項により、経過的な取扱いに従っ

て、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りにつ

いて」に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

なお、今後の感染状況等が変化した場合には、当社の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。

 

EDINET提出書類

株式会社明治座(E04608)

半期報告書

25/59



（中間連結貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前連結会計年度

（令和３年８月31日）
当中間連結会計期間
（令和４年２月28日）

　 24,693,195千円 25,077,276千円

 

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（令和３年８月31日）
当中間連結会計期間
（令和４年２月28日）

建物 8,159,085千円 7,871,083千円

土地 4,743,492 4,743,492

借地権 478,408 478,408

計 13,380,985 13,092,983

 

　担保付債務は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（令和３年８月31日）
当中間連結会計期間
（令和４年２月28日）

短期借入金 1,000,000千円 600,000千円

長期借入金（１年以内返済予定額を含む） 11,355,158 11,007,654

長期預り敷金保証金 1,128,944 1,040,950

計 13,484,102 12,648,604
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（中間連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　令和２年９月１日
　　至　令和３年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　令和３年９月１日

　　至　令和４年２月28日）

給料手当 426,126千円 491,635千円

賞与引当金繰入額 61,333 47,308

退職給付費用 16,978 25,054

減価償却費 232,868 204,446

その他 684,662 691,736

計 1,421,969 1,460,182

 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

前中間連結会計期間

（自　令和２年９月１日

　　至　令和３年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　令和３年９月１日

　　至　令和４年２月28日）

土地 －千円 170,677千円

建物 － 86,644

　　計  257,321

 

※３．固定資産除去損の内容は次のとおりであります。

 

前中間連結会計期間

（自　令和２年９月１日

　　至　令和３年２年28日）

当中間連結会計期間

（自　令和３年９月１日

　　至　令和４年２月28日）

建物 －千円 2,157千円

除却費用 － 7,967

　　計  10,124

 

※４．税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示し

ております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　令和２年９月１日　至　令和３年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数 （株）

当中間連結会計期
間増加株式数

　（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

　（株）

当中間連結会計期
間末株式数

　（株）

発行済株式     

普通株式 4,000,000 － － 4,000,000

合計 4,000,000 － － 4,000,000

自己株式     

普通株式 54,200 － － 54,200

合計 54,200 － － 54,200

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数 （株）

当中間連結会計期
間増加株式数

　（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

　（株）

当中間連結会計期
間末株式数

　（株）

発行済株式     

普通株式 4,000,000 － － 4,000,000

合計 4,000,000 － － 4,000,000

自己株式     

普通株式 54,200 － － 54,200

合計 54,200 － － 54,200

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

とおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　令和２年９月１日
至　令和３年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　令和３年９月１日
至　令和４年２月28日）

現金及び預金勘定 1,782,890千円 2,262,139千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △157,948 △157,949

現金及び現金同等物 1,624,941 2,104,190

 

 

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

無形固定資産

ソフトウェアであります。

②　リース資産の減価償却の方法

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項（２）重要な減価償却資

産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

建物空調設備、コンピューター等（「建物」及び「工具、器具及び備品」）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項（２）重要な減価償却資

産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度

（令和３年８月31日）

当中間連結会計期間

（令和４年２月28日）

１年内 1,702千円 1,560千円

１年超 3,510 2,730

合計 5,212 4,290
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（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

 

前連結会計年度（令和３年８月31日）

 
　連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 受取手形及び売掛金 1,010,788 1,010,788 －

(2) 投資有価証券(*2） 254,247 254,247 －

(3) 長期貸付金 3,461 3,461 0

資産計 1,268,496 1,268,496 0

(1) 支払手形及び買掛金 1,018,826 1,018,826 －

(2) 短期借入金 1,000,000 1,000,000 －

(3) 社債（１年以内償還予定

額を含む）
1,323,500 1,327,050 3,550

(4) 長期借入金（１年以内返

済予定額を含む）
11,665,158 11,664,927 △230

(5) リース債務（１年以内返

済予定額を含む）
66,366 63,273 △3,092

負債計 15,073,851 15,074,078 227

デリバティブ取引(*3） △45,414 △45,414 －

 

(*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略しております。

(*2）「投資有価証券」については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「(2)投資有価証券」には含まれておりません。

「長期預り敷金保証金」については、市場価格がなく、かつ賃借人の入居から退去まで実質的な預託期間を算

定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるた

め、時価表示の対象としておりません。なお、当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりでありま

す。

区分 前連結会計年度(千円)

非上場株式 17,910

長期預り敷金保証金  1,315,740

(*3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、△で示しております。

(*4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。また、「デリバテエィブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引

に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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当中間連結会計期間（令和４年２月28日）

 
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 受取手形及び売掛金 873,436 873,436 －

(2) 投資有価証券(*2） 236,278 236,278 －

資産計 1,109,714 1,109,714 －

(1) 支払手形及び買掛金 909,578 909,578 －

(2) 短期借入金 600,000 600,000 －

(3) 社債(１年以内償還予定

額を含む）
1,233,000 1,236,066 3,066

(4) 長期借入金（１年以内返

済予定額を含む）
11,315,569 11,315,426 △142

(5) リース債務（１年以内返

済予定額を含む）
54,300 51,769 △2,530

負債計 14,112,447 14,112,840 393

デリバティブ取引(*3) △29,019 △29,019 －

 

(*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略しております。

(*2）「投資有価証券」については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「(2)投資有価証券」には含まれておりません。

「長期預り敷金保証金」については、市場価格がなく、かつ賃借人の入居から退去まで実質的な預託期間を算

定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが難しく、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、時価表示の対象としておりません。なお、当該金融商品の連結貸借対照表

計上額は以下のとおりであります。

区分 当中間連結会計年度(千円)

非上場株式 17,910

長期預り敷金保証金  1,312,567

(*3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、△で示しております。

(*4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。また、「デリバテエィブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関す

る契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数利用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま

す。

 

(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

当中間連結会計期間(令和４年２月28日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 会計

投資有価証券     

　その他有価証券     

　　株式 236,278 － － 236,278

資産計 236,278 － － 236,278

デリバティブ取引     

　金利関連 － △29,019 － △29,019

負債計 － △29,019 － △29,019

 

(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間会計期間(令和４年２月28日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 会計

受取手形及び売掛金 － 873,436 － 873,436

資産計 － 873,436 － 873,436

支払手形及び買掛金 － 909,578 － 909,578

短期借入金 － 600,000 － 600,000

社債 － 1,236,066 － 1,236,066

長期借入金 － 11,315,426 － 11,315,426

リース債務 － 51,769 － 51,769

負債計 － 14,112,840 － 14,112,840

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価算定に係るインプットの説明

 

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

金利スワップは、金利スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額により観察可能な

インプットを用いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

受取手形及び売掛金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額に

よって算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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支払手形及び買掛金、短期借入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額に

よって算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

社債

社債の時価については、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引い

た現在価値で算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金及びリース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

　前連結会計年度（令和３年８月31日）

 種類
連結貸借対照表

計上額（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1)株式 203,818 79,836 123,981

(2)債券    

　　①国債・地方債等 － － －

　　②社債 － － －

　　③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 203,818 79,836 123,981

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1)株式 50,429 76,300 △25,871

(2)債券    

　　①国債・地方債等 － － －

　　②社債 － － －

　　③その他 － － －

(3)その他 － － －

　小計 50,429 76,300 △25,871

合計 254,247 156,137 98,110

　（注）　　非上場株式（連結貸借対照表計上額　2,910千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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　当中間連結会計期間（令和４年２月28日）

 種類
中間連結貸借対照表

計上額（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

るもの

(1)株式 171,625 79,836 91,788

(2)債券    

　　①国債・地方債等 － － －

　　②社債 － － －

　　③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 171,625 79,836 91,788

中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

ないもの

(1)株式 82,563 76,300 6,262

(2)債券    

　　①国債・地方債等 － － －

　　②社債 － － －

　　③その他 － － －

(3)その他 － － －

　小計 82,563 76,300 6,262

合計 254,188 156,137 98,050

　（注）　　非上場株式（中間連結貸借対照表計上額　2,910千円）については、市場価格がなく、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

２．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自　令和２年９月１日　至　令和３年８月31日）

　前連結会計年度において、有価証券について19,543千円（非上場株式19,543千円）減損処理を行っておりま

す。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して、必要と認められた額について減損処理

を行っております。

 

当中間連結会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　金利関係

　前連結会計年度（令和３年８月31日）

区分 取引の種類
契約金額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外の取引
金利スワップ取引

変動受取・固定支払
2,234,250 2,100,750 △45,414 △45,414

（注）　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価額等に基づき算定しております。

 

　当中間連結会計期間（令和４年２月28日）

区分 取引の種類
契約金額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外の取引
金利スワップ取引

変動受取・固定支払
2,167,500 2,034,000 △29,019 △29,019

（注）　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価額等に基づき算定しております。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　金利関係

　前連結会計年度（令和３年８月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

金利スワップの特例

処理

金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 259,200 230,400 （注）

（注）１．時価の算定方法

金利スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額によっております。

２．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて

いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

　当中間連結会計期間（令和４年２月28日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

金利スワップの特例

処理

金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 244,800 216,000 （注）

（注）１．時価の算定方法

金利スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額によっております。

２．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて

いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

前連結会計年度（令和３年８月31日）

１．連結貸借対照表に計上している資産除去債務

イ．当該資産除去債務の概要

連結子会社が運営する飲食店舗施設に係る原状回復義務等であります。

ロ．当該資産除去債務の金額の算定方法

　原状回復義務の履行時期を赤字発生期から店舗閉鎖時までの過去の実績による平均期間に基づいて見積

り、資産除去債務の金額を算出しております。また、連結子会社が運営する飲食店舗施設の一部の資産除

去債務については、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約による差入保証金の回収が最終的に見込めない

と認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によって

おります。当連結会計年度末における差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は、

1,760千円であります。

ハ．当該資産除去債務の総額の増減

　資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

２．連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

　連結子会社が運営する一部の飲食店舗施設については、賃借資産の使用期間が明確でなく、また、将来退

去等の計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該資産に見合

う資産除去債務を計上しておりません。

 

当中間連結会計期間（令和４年２月28日）

１．中間連結貸借対照表に計上している資産除去債務

イ．当該資産除去債務の概要

連結子会社が運営する飲食店舗施設に係る原状回復義務等であります。

ロ．当該資産除去債務の金額の算定方法

　原状回復義務の履行時期を赤字発生期から店舗閉鎖時までの過去の実績による平均期間に基づいて見積

り、資産除去債務の金額を算出しております。また、連結子会社が運営する飲食店舗施設の一部の資産除

去債務については、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約による差入保証金の回収が最終的に見込めない

と認められる金額を合理的に見積り、当中間連結会計期間の負担に属する金額を費用に計上する方法に

よっております。当中間連結会計期間末における差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金

額は、1,320千円であります。

ハ．当該資産除去債務の総額の増減

　資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

２．中間連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

　連結子会社が運営する一部の飲食店舗施設については、賃借資産の使用期間が明確でなく、また、将来退

去等の計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該資産に見合

う資産除去債務を計上しておりません。

 

（賃貸等不動産関係）

　賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に、前連結会計年度の末日に比

して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

当中間連結会計期間(自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日)

（単位：千円）

 

報告セグメント

その他の事業 合計
興行事業

附帯事業
不動産事業 内装工事

食堂 売店 外商 飲食店

顧客との契

約から生じ

る収益

696,915 72,376 103,307 295,272 192,712 603,918 1,417,230 662,006 4,043,739

その他の

収益
－ － － － － － － － －

外部顧客へ

の売上高
696,915 72,376 103,307 295,272 192,712 603,918 1,417,230 662,006 4,043,739

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

 

収益を理解するための基礎となる情報は「４．会計方針に関する事項　(５)収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計期間

末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す

る情報

 

契約負債は主に、サービス提供前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含ま

れております。

顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

 

（単位：千円）

 当中間連結会計期間

顧客との契約から生じた債権 873,436

契約負債 219,583

当中間連結会計期間に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた金額に重要性はありませ

ん。なお、当中間連結会計年度において過去の期間に充当した履行義務から認識した収益の額には重要性はありませ

ん。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

　当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「興行事

業」、「附帯事業」、「不動産事業」及び「内装工事事業」の４つを報告セグメントとしております。

　「興行事業」は、明治座における演劇の興行を行っております。「附帯事業」は、明治座における売店

販売及び食堂販売、会議や葬儀等のケータリングサービス、夢やぐら、焼肉専科肉の切り方、とんかつ伊

勢等の居酒屋・料理店の経営を行っております。「不動産事業」は、浜町センタービル、明治座森下スタ

ジオ等の不動産賃貸を行っております。「内装工事事業」は、建物の内装及び設備工事を行っておりま

す。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益（のれん償却前）ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前中間連結会計期間（自　令和２年９月１日　至　令和３年２月28日）

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他

（注）
合計

 興行事業 附帯事業 不動産事業
内装工事

事業
計

売上高        

外部顧客への売上高 498,960 435,008 605,126 1,495,070 3,034,166 876,936 3,911,103

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 42,013 － 42,013 122,172 164,185

計 498,960 435,008 647,140 1,495,070 3,076,180 999,108 4,075,288

セグメント利益又は損

失（△）
△354,132 △163,366 339,659 40,186 △137,653 177,830 40,177

セグメント資産 4,844,322 1,335,926 10,075,568 835,412 17,091,230 586,276 17,677,506

その他の項目        

減価償却費 173,884 27,230 208,885 4,535 414,535 8,938 423,473

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、他劇場の演劇制作の請負及び運営

管理、広告・宣伝の取扱、劇場・テレビ用の大道具製作、映像関係のキャスティング事業等を含んでおります。
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当中間連結会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他

（注）
合計

 興行事業 附帯事業 不動産事業
内装工事

事業
計

売上高        

外部顧客への売上高 696,915 663,668 603,918 1,417,230 3,381,733 662,006 4,043,739

セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 0 42,013 0 42,013 176,717 218,730

計 696,915 663,668 645,932 1,417,230 3,423,746 838,723 4,262,469

セグメント利益又は損

失（△）
△232,947 △194,853 321,614 24,184 △82,002 143,681 61,678

セグメント資産 4,709,193 1,539,852 9,718,008 732,864 16,699,919 482,674 17,182,593

その他の項目        

減価償却費 162,523 24,761 206,590 1,528 395,404 7,108 402,512

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、他劇場の演劇制作の請負及び運営

管理、広告・宣伝の取扱、劇場・テレビ用の大道具製作、映像関係のキャスティング事業等を含んでおります。
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４．報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する

事項）

（単位：千円）
 

売上高 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

報告セグメント計 3,076,180 3,423,746

「その他」の区分の売上高 999,108 838,723

セグメント間取引消去 △164,185 △218,730

中間連結財務諸表の売上高 3,911,103 4,043,739

 

（単位：千円）
 

利益 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

報告セグメント計 △137,653 △82,002

「その他」の区分の利益 177,830 143,681

全社費用（注） △240,499 △168,032

中間連結財務諸表の営業損失(△) △200,322 △106,353

（注）　全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

 

（単位：千円）
 

資産 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

報告セグメント計 17,091,230 16,699,919

「その他」の区分の資産 586,276 482,674

全社資産（注） 2,597,146 2,723,483

中間連結財務諸表の資産合計 20,274,653 19,906,077

（注）　全社資産は、主に親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に

係る資産等であります。

 

（単位：千円）
 

その他の項目

報告セグメント計 調整額 中間連結財務諸表計上額

前中間連結
会計期間

当中間連結
会計期間

前中間連結
会計期間

当中間連結
会計期間

前中間連結
会計期間

当中間連結
会計期間

減価償却費 414,535 395,404 14,288 19,061 428,824 414,466
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【関連情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　令和２年９月１日　至　令和３年２月28日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 興行事業 附帯事業 不動産事業 内装工事事業 その他 合計

外部顧客への売上高 498,960 435,008 605,126 1,495,070 876,936 3,911,103

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　海外売上高がないため記載しておりません。

 

(2）有形固定資産

　在外連結子会社及び重要な在外支店がないため記載しておりません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三井不動産株式会社 535,778 不動産事業

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 興行事業 附帯事業 不動産事業 内装工事事業 その他 合計

外部顧客への売上高 696,915 663,668 603,918 1,417,230 662,006 4,043,739

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　海外売上高がないため記載しておりません。

 

(2）有形固定資産

　在外連結子会社及び重要な在外支店がないため記載しておりません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三井不動産株式会社 540,030 不動産事業

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間連結会計期間（自　令和２年９月１日　至　令和３年２月28日）

　該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間連結会計期間（自　令和２年９月１日　至　令和３年２月28日）

　該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間連結会計期間（自　令和２年９月１日　至　令和３年２月28日）

　該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（令和３年８月31日）
当中間連結会計期間
（令和４年２月28日）

１株当たり純資産額 641円69銭 700円15銭

 

１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　令和２年９月１日
至　令和３年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　令和３年９月１日
至　令和４年２月28日）

１株当たり中間純利益金額又は１株

当たり中間純損失金額
△5.77円 61.83円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益

金額又は親会社株主に帰属する中

間純損失金額（千円）

△22,751 243,947

普通株主に帰属しない金額（千

円）
－ －

普通株式に係る親会社株主に帰属

する中間純利益金額又は普通株式

に係る親会社株主に帰属する中間

純損失金額（千円）

△22,751 243,947

普通株式の期中平均株式数（株） 3,945,800 3,945,800

（注）　当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。なお、前中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、親会

社株主に帰属する中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和３年８月31日)
当中間会計期間

(令和４年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 867,178 819,081

売掛金 137,947 173,595

棚卸資産 38,579 37,357

その他 1,084,239 738,345

貸倒引当金 △754 △478

流動資産合計 2,127,192 1,767,902

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※１ 6,862,434 ※１ 6,601,387

機械及び装置（純額） 827,035 764,872

工具、器具及び備品（純額） 841,760 828,178

土地 ※１ 4,080,172 ※１ 4,080,172

リース資産（純額） 91,290 74,617

その他（純額） 4,067 3,448

有形固定資産合計 12,706,760 12,352,676

無形固定資産 ※１ 496,352 ※１ 502,177

投資その他の資産   

投資有価証券 664,707 669,905

長期貸付金 723,461 520,000

繰延税金資産 67,366 84,944

その他 95,478 90,857

貸倒引当金 △10,006 △9,632

投資その他の資産合計 1,541,007 1,356,076

固定資産合計 14,744,120 14,210,929

繰延資産 64,968 60,386

資産合計 16,936,282 16,039,218
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和３年８月31日)
当中間会計期間

(令和４年２月28日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,010 42,301

短期借入金 ※１ 1,000,000 ※１ 600,000

１年内償還予定の社債 181,000 181,000

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 670,408 ※１ 674,608

リース債務 24,133 12,066

未払金 435,430 417,183

未払法人税等 1,090 545

賞与引当金 14,500 14,900

その他 225,474 ※２ 213,866

流動負債合計 2,579,047 2,156,470

固定負債   

社債 1,142,500 1,052,000

長期借入金 ※１ 10,425,550 ※１ 10,088,246

リース債務 42,233 42,233

退職給付引当金 107,264 104,536

役員退職慰労引当金 159,774 156,024

長期預り敷金保証金 ※１ 1,169,800 ※１ 1,170,377

その他 51,148 34,913

固定負債合計 13,098,271 12,648,331

負債合計 15,677,318 14,804,802

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金   

資本準備金 698 698

その他資本剰余金 100,000 100,000

資本剰余金合計 100,698 100,698

利益剰余金   

利益準備金 50,000 50,000

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 91,980 91,980

別途積立金 624,062 624,062

繰越利益剰余金 304,699 276,751

利益剰余金合計 1,070,743 1,042,795

自己株式 △28,750 △28,750

株主資本合計 1,242,692 1,214,744

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,271 19,671

評価・換算差額等合計 16,271 19,671

純資産合計 1,258,963 1,234,415

負債純資産合計 16,936,282 16,039,218
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和２年９月１日
　至　令和３年２月28日)

当中間会計期間
(自　令和３年９月１日
　至　令和４年２月28日)

売上高 1,581,979 1,958,677

売上原価 758,394 971,431

売上総利益 823,584 987,246

販売費及び一般管理費 1,019,533 1,051,978

営業損失（△） △195,948 △64,732

営業外収益 ※１ 103,344 ※１ 51,717

営業外費用 ※２ 42,478 ※２ 43,416

経常損失（△） △135,083 △56,431

特別利益 ※３ 58,786 ※３ 26,317

特別損失 35,552 ※４ 11,900

税引前中間純損失（△） △111,848 △42,014

法人税等 ※５ △38,144 ※５ △14,067

中間純損失（△） △73,704 △27,947
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　令和２年９月１日　至　令和３年２月28日）

         
(単位：千

円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
買換資産
圧縮積立
金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 200,000 698 － 698 50,000 97,563 624,062 129,734 901,361

当中間期変動額          

減資 △100,000  100,000 100,000      

中間純損失（△）        △73,704 △73,704

株主資本以外の項目の当中間
期変動額（純額）

         

当中間期変動額合計 △100,000 － 100,000 100,000 － － － △73,704 △73,704

当中間期末残高 100,000 698 100,000 100,698 50,000 97,563 624,062 56,029 827,656

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本
合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 △28,750 1,073,309 11,474 11,474 1,084,784

当中間期変動額      

減資      

中間純損失（△）  △73,704   △73,704

株主資本以外の項目の当中間
期変動額（純額）

  2,711 2,711 2,711

当中間期変動額合計 － △73,704 2,711 2,711 △70,993

当中間期末残高 △28,750 999,605 14,185 14,185 1,013,790
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当中間会計期間（自　令和３年９月１日　至　令和４年２月28日）

         
(単位：千

円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
買換資産
圧縮積立
金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 698 100,000 100,698 50,000 91,980 624,062 304,699 1,070,743

当中間期変動額          

中間純損失（△）        △27,947 △27,947

株主資本以外の項目の当中間
期変動額（純額）

         

当中間期変動額合計 － － － － － － － △27,947 △27,947

当中間期末残高 100,000 698 100,000 100,698 50,000 91,980 624,062 276,751 1,042,795

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本
合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 △28,750 1,242,692 16,271 16,271 1,258,963

当中間期変動額      

中間純損失（△）  △27,947   △27,947

株主資本以外の項目の当中間
期変動額（純額）

  3,400 3,400 3,400

当中間期変動額合計 － △27,947 3,400 3,400 △24,547

当中間期末残高 △28,750 1,214,744 19,671 19,671 1,234,415
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して

おります。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2）デリバティブ

時価法を採用しております。

(3）棚卸資産

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし浜町センタービル（劇場及び賃貸用）の建物、構築物、機械及び装置及

び平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物

　６年～45年

　機械及び装置

　５年～15年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(3）リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4）少額減価償却資産

　取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、法人税法の規定に基づく３年均等償却によってお

ります。

 

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務のうち会社負担額を計上してお

ります。

　なお、従業員が300人未満のため簡便法により退職給付債務を算定しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に基づく当中間会計期間末要支給額

を計上しております。
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４．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1）興行事業

　興行事業においては、当社で制作した演劇の自主公演をおこなっております。このサービスの提供は、公

演日に公演が終了した時点において履行義務が充足されると判断しており、公演日に収益を認識しておりま

す。

(2）附帯事業

　附帯事業においては、当社の経営する劇場内の直営の食堂及び売店、また劇場外では、ケータリングサー

ビスとしてホテル等への仕出し弁当の販売をおこなっております。これらのサービスの提供は、飲食の提供

及び物品等を販売した時点において履行義務が充足されると判断しており、飲食の提供及び物品等の販売を

した時点で収益を認識しております。

(3）不動産事業

　不動産事業においては、所有する土地及び建物並びに貸事務所、貸しスタジオ、駐車場等を賃貸しており

ます。これらのサービスの提供は、賃貸契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の

経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、当期に属する契約期間にわたり収益を認識しておりま

す。

(4）その他の事業

　その他の事業においては、演劇制作の請負、劇場の一時貸、施設の運営管理等をおこなっております。こ

れらについては、サービスの提供が完了した時点で収益を認識しております。

 

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(3）ヘッジ方針

　金利変動によるリスクを回避する目的で、対象物の範囲内に限定してヘッジしております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、

両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

 

６．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ておりますが、当中間会計期間の期首の利益剰余金に与える影響、及び当中間会計期間の中間財務諸表に与え

る影響はありません。

なお、収益認識会計基準第89－３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」

注記については記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

なお、当中間財務諸表に与える影響はありません。

 

（追加情報）

（新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて）
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前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウィルス感染拡大に伴う会計上の見積りについ

て」に記載した新型コロナウィルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

なお、今後の感染状況が変化した場合には、当社の財務諸表に影響を与える可能性があります。

 

 

（中間貸借対照表関係）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前事業年度

（令和３年８月31日）
当中間会計期間

（令和４年２月28日）

建物 6,857,064千円 6,596,168千円

土地 4,077,665 4,077,665

借地権 478,408 478,408

計 11,413,138 11,152,242

 

　担保付債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

（令和３年８月31日）
当中間会計期間

（令和４年２月28日）

短期借入金 1,000,000千円 600,000千円

長期借入金（１年以内返済予定額を含む） 11,095,958 10,762,854

長期預り敷金保証金 1,128,944 1,129,597

計 13,224,902 12,492,451

 

※２．消費税等の取扱い

　当中間会計期間において仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示しております。
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（中間損益計算書関係）

※１．営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　令和２年９月１日
至　令和３年２月28日）

当中間会計期間
（自　令和３年９月１日
至　令和４年２月28日）

受取利息 8,905千円 5,786千円

受取配当金 27,657 14,701

金利スワップ評価益 8,582 16,394

貸倒引当金戻入額 320 180

 

※２．営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　令和２年９月１日
至　令和３年２月28日）

当中間会計期間
（自　令和３年９月１日
至　令和４年２月28日）

支払利息 32,758千円 30,591千円

社債利息 2,609 2,284

 

※３．特別利益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　令和２年９月１日
至　令和３年２月28日）

当中間会計期間
（自　令和３年９月１日
至　令和４年２月28日）

感染症関連収入（雇用調整助成金等） 58,786 26,317

 

※４．特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　令和２年９月１日
至　令和３年２月28日）

当中間会計期間
（自　令和３年９月１日
至　令和４年２月28日）

感染症関連損失（中止公演原価） 5,041千円 －千円

感染症関連損失（休業期間人件費） 30,510 11,900

 

※５．法人税等の表示方法

税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示し

ております。

 

　６．減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　令和２年９月１日
至　令和３年２月28日）

当中間会計期間
（自　令和３年９月１日
至　令和４年２月28日）

有形固定資産 364,252千円 362,694千円

無形固定資産 10,495 2,703

 

 

（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式595,414千円、関連会社株式15,000

千円、当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は子会社株式595,414千円、関連会社株式15,000千円）は、市場価

格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、中間連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第87期）（自　令和２年９月１日　至　令和３年８月31日）令和３年11月30日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

  令和４年５月30日  

株式会社明治座    

 

 取締役会　御中  

 

 監査法人セントラル  

 　東京都千代田区  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 廣田　 弘

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 熊谷　盛樹

 

中間監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社明治座の令和３年９月１日から令和４年８月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(令和３年９月１
日から令和４年２月28日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連
結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社明治座及び連結子会社の令和４年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会
計期間（令和３年９月１日から令和４年２月28日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
 
中間監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
 
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続
の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続きに必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報
の表示に関連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財
務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場
合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中
間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
 
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

  令和４年５月30日  

株式会社明治座    

 

 取締役会　御中  

 

 監査法人セントラル  

 東京都千代田区  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 廣田　 弘

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 熊谷　盛樹

 

中間監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社明治座の令和３年９月１日から令和４年８月31日までの第88期事業年度の中間会計期間（令和３年９月１日
から令和４年２月28日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社明治座の令和４年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（令和３年９月１日から
令和４年２月28日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
中間監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
中間財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
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注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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